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むつ市議会第１６９回臨時会会議録 第１号

議事日程 第１号 令和７年１０月３０日（木曜日）午前１０時開会・開議

◎諸般の報告

第１ 議席の変更

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 会期の決定

第４ 常任委員の選任

第５ 議会運営委員の選任

第６ 下北地域広域行政事務組合議会議員の選挙

第７ 行政報告

【議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第８ 議案第64号 財産の取得について

（避難所の生活環境の改善に取り組み、災害対応力の強化を図るため、防災資機材を整

備するもの）

第９ 議案第65号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

第10 報告第28号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第11 報告第29号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまからむつ市議会第

169回臨時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、地方自治法第121条第１項に基づ

く今臨時会への説明員の出席者については、お手

元に配信しております名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。関係書類は事務局に保管してありま

すので、ご閲覧願います。

次に、本日この後、防災無線を津波以外の目的

で使用した経緯について、市長から行政報告があ

りますので、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 議席の変更

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 議席の変更を議題

といたします。

会議規則第４条第３項の規定により、お手元に

配信しております議席図のとおり議席の一部を変

更したいと思います。

変更となる議席番号及び氏名を職員に朗読させ

ます。

（事務局長議席番号・氏名朗読・

別紙議席表）

〇議長（冨岡幸夫） お諮りいたします。

ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更す

ることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

それでは、ただいま決定いたしました議席にそ

れぞれ着席を願います。

暫時休憩いたします。

午前１０時０２分 休憩

午前１０時０３分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第２ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第89条の規定によ

り、４番濵田栄子議員、15番井田茂樹議員を指名

いたします。

◎日程第３ 会期の決定

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第３ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１

日としたいと思います。これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ
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て、そのように決定いたしました。

◎日程第４ 常任委員の選任

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第４ 常任委員の

選任を行います。

お諮りいたします。常任委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、総務教育

常任委員に佐藤武議員、濵田栄子議員、住吉年広

議員、村中浩明議員、浅利竹二郎議員、佐々木隆

徳議員、佐賀英生議員、冨岡幸夫の以上８人、産

業建設常任委員に工藤祥子議員、白井二郎議員、

野中貴健議員、東健而議員、井田茂樹議員、岡崎

健吾議員、佐々木肇議員の以上７人、民生福祉常

任委員に高橋征志議員、杉浦弘樹議員、櫻田秀夫

議員、富岡直哉議員、佐藤広政議員、中村正志議

員、大瀧次男議員の以上７人をそれぞれ指名した

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

◎日程第５ 議会運営委員の選任

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第５ 議会運営委

員の選任を行います。

お諮りいたします。議会運営委員の選任につい

ては、委員会条例第８条第１項の規定により、住

吉年広議員、富岡直哉議員、村中浩明議員、中村

正志議員、井田茂樹議員、佐賀英生議員、大瀧次

男議員の以上７人を指名したいと思います。これ

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

ただいま選任いたしました各常任委員及び議会

運営委員は、次の休憩中に委員会を開くよう、本

席から口頭をもって招集いたします。

ここで、各委員会開催のため暫時休憩いたしま

す。

午前１０時０６分 休憩

午前１０時３５分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

先ほど開かれました各常任委員会及び議会運営

委員会において正副委員長が決定いたしましたの

で、ご報告申し上げます。

総務教育常任委員長に村中浩明議員、副委員長

に住吉年広議員、産業建設常任委員長に井田茂樹

議員、副委員長に野中貴健議員、民生福祉常任委

員長に杉浦弘樹議員、副委員長に富岡直哉議員、

議会運営委員長に中村正志議員、副委員長に住吉

年広議員、以上のように決定いたしましたので、

ご報告いたします。

◎日程第６ 下北地域広域行政事務組

合議会議員の選挙

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第６ 下北地域広

域行政事務組合議会議員の選挙を行います。

本件は、むつ市議会選出の組合議員に１名の欠

員が生じましたので、これを補充するため、下北

地域広域行政事務組合規約第６条第２項の規定に

基づき選挙するものであります。

お諮りいたします。選挙の方法については、地

方自治法第118条第２項の規定により指名推選と

し、議長から指名したいと思います。これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。
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下北地域広域行政事務組合議会議員に大瀧次男

議員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま指名いたしました

大瀧次男議員を下北地域広域行政事務組合議会議

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

ただいま下北地域広域行政事務組合議会議員に

当選されました大瀧議員が議場におられますの

で、本席から会議規則第32条第２項の規定により

告知いたします。

◎日程第７ 行政報告

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第７ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 防災無線を津波以外の目的で

使用した経緯についてご報告いたします。

これまで、クマの目撃情報につきましては、市

公式ＬＩＮＥによる熊出没アラートや防災かまふ

せメールを活用し、注意喚起及び情報周知に努め

てまいりましたが、今年はクマの目撃件数が昨年

の10倍を超え、過去に例を見ない規模で急増して

おります。そのような中、人身被害が９月21日及

び10月１日の２度、発生しました。

市では、９月21日の人身被害の発生を受け、９

月26日に「第３回クマ被害対策会議」を開催し、

今後の被害対策について協議した結果、捕獲見回

りの効率化、安全確保及び情報伝達の強化につい

て方針が示され、そのうち情報伝達の強化につき

ましては、デジタル防災行政無線を新たに活用し、

目撃情報の周知を行うことが決定されておりま

す。

これを受け、それまでのクマの出没状況、人身

被害事案の発生状況、ツキノワグマ出没警報が継

続中であること、また、市民の皆様からクマの目

撃情報に関して放送再開のご要望が多いことを総

合的に勘案し、９月29日から熊出没時の注意喚起

の放送を開始したところであります。

デジタル防災行政無線は、市民の皆様に緊急情

報を迅速に伝達するため、沿岸部を中心に整備し

たものでありますが、今後におきましても、地震、

津波、洪水等の自然災害や避難に関する情報のほ

か、人命第一の対応が必要と判断した場合には、

柔軟な対応により活用し、市民の皆様の安全・安

心を守ってまいりますのでご理解を賜りたいと存

じます。

市民の皆様におかれましては、引き続き、あら

ゆる媒体から正確な情報を入手していただき、命

を守る行動につなげていただくことをお願いいた

します。

〇議長（冨岡幸夫） これより質疑を行います。

ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。11番

野中貴健議員。

〇11番（野中貴健） ただいまの報告で、熊に関す

る情報をデジタル防災無線で放送するということ

だったのですが、今までは沿岸部に特化したデジ

タル防災無線でしたけれども、やはり気になるの

は山間部、大畑でいけば小目名とか関根橋、川内

でいっても畑とか湯野川のほうがやっぱり整備さ

れていないと。関根地区に関しても町なかのほう

はない状況ですけれども、その辺の今後整備等、

何か計画があるのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） この後上程させていただきま

す議案の補正予算の中に、固定電話またはファク

スによります防災情報の提供、新たな情報伝達手

段の構築の事業費を上程させていただいておりま

す。
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これは、特に今スマートフォンの防災アプリを

昨年度つくりましたけれども、それ以外の高齢者

はじめ、スマートフォンを持っていない方への情

報発信ということを目的にしております。

また、いつも申し上げておりますけれども、現

在も熊情報、大分今週、先週あたりは少なくなっ

てきておりますけれども、その前までは１日10件

程度、熊出没アラートがＬＩＮＥに届いていたと

思います。そのたびに防災無線が鳴りますけれど

も、市内の皆さんも含めて自宅の中にいたり、自

宅の中にいなくても、やはりハウリングしたり、

防災無線に近い方からは音が大き過ぎる、また遠

い方からは小さくて聞こえない、こういった状況

にありますので、的確な情報を伝えるという意味

では複数の情報発信が必要だと考えておりまし

て、スマートフォンで情報を見られる方はＬＩＮ

Ｅを含め場所も確認できますし、それ以外の方で

も自宅の中にいながら正確な情報を発信できると

いうことを目的に補正予算のほうを上げていただ

いておりますので、この後審議いただければと思

います。

また、防災無線、もちろん今ないエリアにも全

部つけたらいいのではないかという議論もまだ残

っていると思いますけれども、例えば防災無線で

全部お知らせするとなると、山の中にも必要なの

かとか、熊は山にいますので、そういったことに

も議論が発展していきます。幾らつけても、本当

にくまなく行政区域に全部つけるということには

なかなかなりませんので、そのことはご理解いた

だければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。18番

佐々木隆徳議員。

〇18番（佐々木隆徳） 野中議員と同様の質疑にな

りますけれども、まず市長はスマホで何とかと言

いますけれども、現実的に俗に言う高齢者、そし

て現状でいけば今の限界集落に近い状態、ほぼ限

界集落です。そういった状況の中で、今の防災無

線にすれば沿岸部に特化した形、しからば山間部

はどうするのですかと。スマホを全員に持たせる

とか、１軒のうちに１台とか、そういう形の対応

は確かに必要でしょうけれども、現状で市のほう

では、スマホを今新たに持った方の構成が分かり

ますか。年齢の構成、例えば80歳以上とか、特に

高齢者の独り暮らし、そういった状況の中で早急

に、熊が出て今即命に関わるような状態になった

ときに、スマホを持っている方はまだいいとして、

そういう状況の中で今の市の対応とすればどうい

った形になりますか。どういう対応をしています

かということを伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） まず、市街地に出た際には警

察が駆けつけることになっております。

また、大畑はじめ川内で人身被害が発生した箇

所につきましては、本来は業務の中に入っており

ませんけれども、消防が出動して熊の注意喚起を

行っております。

また、先ほどスマートフォンのお話をさせてい

ただきましたけれども、件数については多分手持

ちの資料がありませんので、あればこの後総務部

長から答弁させますけれども、先ほど野中議員に

もお伝えしたとおり、スマートフォンの購入応援

事業もやっておりますが、一方で今日の議会に固

定電話、スマートフォンを持っていない皆さんの

ための情報伝達システムを今から制度をつくって

いく。これは緊急なので、臨時議会で上げさせて

いただいておりますけれども、スマートフォンを

持っていない方への固定電話の情報発信、いわゆ

る防災情報無線が固定電話に流れる仕組みを今導

入する予定でありますので、そういった対策をも

って山間部、高齢者の皆様の対応をしていきたい

と考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。
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〇18番（佐々木隆徳） 今日の補正予算で出るもの

と思いますけれども、まず私はお盆中心に聞き取

りした段階で、熊目撃は数名といいますか、４名、

５名おりました。その中で庁舎に通報したという

のは１名です。要するに、たまたま熊がいた、そ

の車と並行して走っていると、そういう方は面倒

くさくて通報しないと。それが若干今の住宅地か

ら離れているような状況の中で、万が一、ともす

れば人命に関わるような状況の中で、何ら全て市

に責任というふうな形にはなりませんけれども、

警察、消防、そういった形の対応というのをこれ

以上は申しませんけれども、厳重に市のほうでも

重々対応方、よろしくお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。

ちょっとお待ちください。お願いがあります。

この後、議案となっております補正予算について、

事前審査とならないような形を取っていただきま

すようにお願いを申し上げますとともに、ただい

まの行政報告については経緯について報告してい

るものでありますので、熊被害そのものというよ

うなことについては、後ほど皆さんの一般質問等

でやっていただくように、ぜひお願いをしたいな

と、こういうふうに思っております。

２番工藤祥子議員。

〇２番（工藤祥子） そうすると、今の議長の発言

でちょっと私も修正しなければならないと思いま

すけれども、私も山間部に住んでいる人間として、

津波対策に特化したというこの無線について、本

当に多くの方から声が寄せられました。ある方は

そこに住んでいられないということで、もう行政

の支援を受けながら引っ越しした方もおります。

そのような状況の中で柔軟な対応とか、これか

ら議論になるでしょうけれども、本当に深刻な問

題として防災無線について矛盾がこれほど早く現

れてきたのかということを改めて感じていますけ

れども、次の機会にもっと言いたいと思います。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。19番

佐賀英生議員。

〇19番（佐賀英生） 防災無線についてのお話なの

ですけれども、大変いい試みで、私のところには

結構よい話が来ています。ただ、熊が出るところ

に聞こえないというのでもありますが、この辺が

マックスだと思います。

ただ、今後において、この防災無線の使い方と

いうのは、例えばいろんな災害の部分ですとか、

台風の部分ですとか、人身に関わりそうな部分の

ものもこれに該当していくのか、今後の使い方に

ついて再度お伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 行政報告でも申し上げさせて

いただきましたけれども、今までもそういう答弁

をしていたつもりなのですけれども、もちろん沿

岸部を中心に整備したものでありますが、地震、

津波、洪水、台風も含むと思いますけれども、自

然災害、避難に関する情報、台風で避難が必要だ

と判断される場合、また人命第一の対応が必要と

判断した場合、このときに防災無線を使うという

ことであります。今回も人身被害が発生しており

ますので、そのことをもって人命第一の対応とい

うことで発信をさせていただいておりますけれど

も、今後も柔軟な対応により活用していきたいと

存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。柔軟

な対応をお願いします。

それでもう一つ、後学のためにお伺いしたいの

ですけれども、今のこの防災無線というのは

1,800でしたっけ、聞こえるのは。それは雨だと

か風だとかがあってなったのですけれども、これ

私の記憶が正しければ、以前たしか1,800まで届

くから前より聞こえるはずだという答弁があった
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と思うのですけれども、それというのはきちっと

測ってみたことがあるのか、もしくはそれを満た

しているのか、もし分かれば、分からなければ結

構です。分かっていればお教え願いたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

旧アナログの無線とデジタルの無線の違いとい

うことで、当時の比較ではありますけれども、デ

ジタルのほうが届きやすいということで、デジタ

ルのほうに切り替えさせていただいております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） それは知っているのです。実

際に取り替えたので、理論上は。だから、それが

本当にそういうふうになっているのか。検証はし

ていないのでしょうけれども、本当にそれが届い

ているような実感とか、実際問題あるのかと。す

みませんけれども、私の皮膚感覚ですけれども、

大して変わらないと思っているのですけれども、

そこら辺分かっていれば、分からなければ分から

ないで結構です。それがどうなっているのかを、

まず最後にお教え願いたいと思っています。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 「ふらっと」でも市民の皆さ

んから防災無線の聞こえが悪いとか、そういうお

話があるのですが、同じ箇所に同じアナログから

デジタルついて発信していれば比較できるのです

けれども、場所もエリアも今違うところにつけて

おりまして、比較が難しい。同じところで住んで

いて、聞こえがよくなった、悪くなったというの

がそれぞれあるので、よくなった地域もあれば、

聞こえづらくなった地域もありますので、どこを

もって届きやすくなったとか、どこをもって届き

にくくなったということは、あまり比較する意味

が実はないと認識していまして、一つの性能とし

ては届くようになったというふうに理解いただけ

ばと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。17番

岡崎健吾議員。

〇17番（岡崎健吾） これからは柔軟な対応をされ

るということなのですが、熊の場合は分かりまし

た。猿はどうなのかなと。実は１か月くらい前、

私のうちの庭に大きな猿が１匹、私今50年住んで

初めて見ました。どっちへ行くのかなと思ったら

山のほうへ行って、ちょうどそこが通学路なので

す。ですから、私はすぐ学校に連絡して「気をつ

けてください」と。ただ、下校時だったのです。

学校にいる生徒はいいのですが、もう下校に入っ

ているこどもたちが万が一、ましてや１年、２年、

３年生とか、そういうこどもが猿に遭った場合、

やはり伝えようがないのです。

そういう場合も無線で、危ないですからできた

らすぐ近くのうちへ逃げろとか、そういうふうに

しないと、今はもう市内にかなり猿も来ています

から、ぜひ猿についてもそういう対応をお願いし

たいなと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど議員の皆さんからもご

指摘いただいておりますとおり、熊を見ても通報

がない場合もありますし、例えば小学生が遭った

から市に通報があって発信できるかというと、な

かなか難しいと思いますので、運用の方法につい

ては今後ももちろん研究、検討してまいりたいと

思います。どういった場合に出すかと言われれば、

私もたまに行きますけれども、脇野沢へ行けばか

なりの確率で猿に遭うと。もう猿の発信ばっかり

ずっと鳴っていて、そんなの要らないというよう

にならないような仕組みづくりは検討しなければ

いけないと思いますし、一番直近で言うと私たち

も振り返りながら、どういう対応がよかったのか、

どうすればいいのかというのを研究はしておりま
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すけれども、カムチャツカ半島の遠地地震があっ

たときに、津波警報が１日半にわたって鳴ったと

きに、防災無線を何回発信するのがいいのかとか、

またかと、もう避難しなくていいというふうにな

らないように、防災無線が鳴ったら必ず人命のた

めに逃げなければならないのだというときに鳴ら

さなければ、本当に災害があったときにどうする

のだということもありますので、今後も議員の皆

さんと協議しながら、市民の皆さんと協議しなが

ら、どういった形で防災無線を発信するのが適正

なのかは議論を続けていきたいなと思います。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。これで

質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第８～日程第11 議案一括上程、

提案理由説明、質疑、討論、採決

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第８ 議案第64号

財産の取得についてから日程第11 報告第29号

専決処分した事項の報告についてまでの４件を一

括議題といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） ただいま上程されました２議

案２報告について、提案理由及び内容の概要をご

説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じま

す。

はじめに、議案第64号 財産の取得についてで

ありますが、本案は、避難所の生活環境の改善に

取り組み、災害対応力の強化を図るため、防災資

機材を整備するものであります。

次に、議案第65号 令和７年度むつ市一般会計

補正予算についてでありますが、本案は、3,262万

円の増額補正でありまして、これにより補正後の

歳入歳出予算総額は、419億2,808万8,000円とな

ります。

まず、歳出についてでありますが、農林水産業

費では、有害鳥獣対策事業に係る委託料等を増額

しております。

消防費では、固定電話又はＦＡＸに防災情報を

提供するための新たな情報伝達手段の構築に係る

事業費を計上しております。

教育費では、令和９年４月に開校を予定してい

る（仮称）むつ市立学びの多様化学校について、

必要な改修を行うための設計業務委託料を計上し

ております。

次に、歳入についてでありますが、繰入金では、

補正財源を調整するため、財政調整基金を取り崩

しておりますほか、市債には、事業との関連にお

いて借入見込額を計上しております。

なお、（仮称）むつ市立学びの多様化学校整備

事業について継続費を設定しております。

次に、報告第28号及び報告第29号についてであ

りますが、これらは、本年５月22日にむつ市大曲

三丁目地内の国道において発生した自動車事故及

び本年６月20日にむつ市文京町地内の市道におい

て発生した自動車事故に係る和解及び損害賠償の

額を定めることについて、議会の委任を頂いてい

るところにより、それぞれ専決処分したものであ

ります。

以上をもちまして、上程されました２議案２報

告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いましてご質問

により詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、提案理由の説明を終

わります。

ただいま上程されました議案等については、こ
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の後質疑、討論、採決を行いますが、ここで議事

整理のため、午前11時30分まで暫時休憩いたしま

す。

午前１０時５９分 休憩

午前１１時３０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより質疑、討論、採決を行います。

先ほど一括議題といたしました２議案２報告に

ついては、それぞれ区分して質疑等を行いますの

で、ご了承願います。

◇議案第６４号

〇議長（冨岡幸夫） まず、議案第64号 財産の取

得についてを議題といたします。

本案は、避難所の生活環境の改善に取り組み、

災害対応力の強化を図るため、防災資機材を整備

するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第64号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第64号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第64号は原案のとおり可決されました。

◇議案第６５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、議案第65号 令和７年

度むつ市一般会計補正予算に対し、質疑に入りま

す。

質疑の通告がありますので、順次発言を許可し

ます。まず、３番高橋征志議員。

〇３番（高橋征志） 議案第65号 むつ市一般会計

補正予算のうち、（仮称）むつ市立学びの多様化

学校整備事業について質疑いたします。

学びの多様化学校の場所につきましては、今年

の６月定例会の時点では奥内小学校が開設場所の

第１候補として挙げられていました。その時点で

はまだ決定ではなく、案の状態だったと認識して

います。一方、先日発行された広報むつ11月号に

は、奥内小学校閉校後の校舎を活用して、令和９

年４月に開校しますと記されています。

ところで、むつ市の市立学校は、全て学校設置

条例に記載されており、学校の改廃は条例の一部

改正が必要です。つまり議会の議決が必要な案件

です。６月の時点ではまだ候補であり、６月の議

会定例会で可決した補正予算は、あくまで設置検

討委員会に関する予算だけです。

その後、今日に至るまで設置場所についての進

捗報告はありません。設置条例を議決する側であ

る議会が、設置場所について同意すらしていない

段階で校舎改修の実施設計の補正予算を審議する

こと自体が手続論としておかしいのではないかと

感じています。

学びの多様化学校を設置することに何ら異論は

ありません。ただし、その設置場所については校

舎の環境だけではなく、通学の利便性などについ

てもいずれ議論が必要だと考えていました。
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今回の補正予算は、あくまで設計業務委託料で

すが、2,200万円の支出を伴うものです。これを

承認するということは、設置場所を事実上奥内小

学校に決定することと同じであり、新しい学校の

設置、しかも全国でも例の少ない学校の設置を議

論不十分のまま進めてしまうことになるおそれも

あると危惧しています。

そのことを踏まえて、４点質疑いたします。１

点目、閉校後の奥内小学校に設置すると決定した

経緯について、どのような議論を経て、いつ誰が

決定したのか。

２点目、奥内小学校以外の場所への設置につい

て、具体的にどのような候補地を検討し、結果と

してどのような理由により見送ったのか。

３点目、令和９年４月開校を公表したからには、

改修費などの財政シミュレーションもできている

はずですが、奥内小学校の校舎改修に要する工事

費の総額は、現時点でどの程度を想定しているか。

４点目、学びの多様化学校設置検討委員会につ

いて、これまでに何回開催し、年度内に合計で何

回開催するのか。校舎の設置場所についてどのよ

うな議論がなされたのか。設置検討委員会として、

最終的に報告書や提言のようなものをまとめるの

か。

以上について、ご答弁をお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 経緯については、教育委員会

から答弁させていただきますけれども、議会に対

する手続論のところは、少し私から答弁をさせて

いただきます。

全ての公共施設でありますけれども、予算が計

上されて設計がありまして、建築費の予算を議会

に提出し、議決いただいております。

一方で、今年度スタートしました防災食育セン

ターをはじめ公共施設の全てが、設置条例という

のは改正するその前の議会で設置条例を上げて進

んでいくと。建てる前の設置の段階で設置条例を

上げて、場所はここで、こういった具体的なとい

うことは基本的にはあり得ませんので、そのこと

はご了解いただければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 高橋議員のご質問にお答

えいたします。

閉校後の奥内小学校へ学びの多様化学校を設置

すると決定した経緯についてでありますが、まず

本年３月12日に開催いたしました第25回むつ市総

合教育会議において、不登校支援の取組として学

びの多様化学校の設置について検討する方針を決

定しております。

次に、５月29日に開催された第779回教育委員

会会議において、その検討状況や方針を説明し、

６月２日には市長の定例記者会見において、設置

に向けて取り組むことを発表いたしました。

６月24日には、奥内小学校閉校後の校舎の利活

用について、奥内地区で地域説明会を開催し、地

域の皆様からご理解をいただいたものと認識して

おります。

学校の設置につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第21条第１号の規定によ

り、教育委員会の職務権限とされており、むつ市

教育委員会事務委任規則第１条第２号の規定であ

る学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置

及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定するこ

とにより、９月25日開催の第782回教育委員会会

議において、閉校後の奥内小学校校舎を活用し、

学びの多様化学校を設置することを承認いただい

ております。

なお、学校設置条例の一部改正につきましては、

現在学校の名称を検討中でございますので、名称

が決まり次第ご提案する予定としておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、奥内小学校以外の場所への設置について
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の検討状況についてですが、令和７年度末で閉校

となる奥内小学校と、令和８年度末で閉校となる

近川中学校を候補地として検討しておりました

が、建築年数が新しく、スペースにゆとりがあり、

木材をふんだんに活用し、温かみのある校舎であ

る奥内小学校のほうが学びの多様化学校に適して

いると判断したところでございます。

次に、奥内小学校の校舎改修に要する工事費の

総額についてですが、工事費につきましては設計

業務委託の中で算出されるものと認識しておりま

す。

次に、学びの多様化学校設置検討委員会につい

て、これまで何回開催し、年度内に合計で何回開

催するのかについてでありますが、設置検討委員

会はこれまで６月と10月に開催しており、今後は

12月に開催予定で、本年度は合計３回の開催とな

っております。

次に、校舎の場所について検討委員会でどのよ

うな議論がなされたのかについてでありますが、

校舎の場所については事務局から閉校後の奥内小

学校を開校予定地としているという説明をさせて

いただき、委員の方からは、「奥内地区であって

も、登校時間が通常の学校より遅いため、余裕を

持って登校できるだろう」、「登下校ではバスな

どの交通手段について、こどもたちの利便性を図

ってほしい」などのご意見をいただいており、特

に異論等のご意見は出ておりませんでした。

次に、設置検討委員会として最終的に報告書や

提言のようなものをまとめるのかについてであり

ますが、学びの多様化学校設置検討委員会は、学

校の設置とその運営について検討していただくこ

とを目的に設置いたしました。提言や報告書の作

成は目的としておりませんが、今後会議録をホー

ムページにて公開する予定としておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） 繰り返しになりますけれども、

学びの多様化学校そのものを進めること自体は全

く異論がありません。ぜひ進めていただきたいと

思います。

ただ、やはりその手続の順序ですとか、議論が

不十分ではないかという問題意識を持っていま

す。例えば今部長からご答弁があった設置検討委

員会については、全部で年に３回やるという予定

だけれども、まだ２回しかやっていないです。そ

れにもかかわらず、もう実施設計が上がるという

のは、せっかくやるのであれば３回ちゃんと議論

し切って、その提案内容をいろいろ設計なりなん

なりに反映させるというのが妥当ではないかなと

思うのですけれども、そういった部分も含めて拙

速感があるのではないかなというふうに思ってい

ます。

先ほどのご答弁の中で、奥内小学校と近川中学

校というところを候補に考えたということですけ

れども、通学の利便性を考えれば、南通地区だけ

ではなくて市街地に適地を求めるという検討も必

要だったのではないかというふうに思っていま

す。

というのも、不登校ですから要因であったり、

こどもの状態というのは様々あると思います。全

てを一つの枠に当てはめて考えられるものではな

いと思います。恐らくスクールバスを出していた

だけるのだと思いますけれども、全てのこどもが

スクールバスに乗れるとも限らないと思うので

す。乗りたくても乗れなかったり、あるいはそも

そもスクールバスが嫌だというこどもがいるかも

しれませんし、学校に着いたけれども、やっぱり

気持ちの状態があってバスから降りられないとか

というこどももいるのではないかと思います。

そうなった場合は、では次の手段としては保護

者が送迎するということも考えられると思うので
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すけれども、その際はやはり送り届ける、迎えに

行くという時間の負担があります。せっかくいい

学校を造っても、いい環境が整ったのに場所の理

由で利用しづらいということになってしまうかも

しれない。だからこそ、場所も含めてしっかりと

した議論が必要だったのではないかというふうに

思っています。

そこでお伺いしますけれども、通学に関する立

地上の課題について、また保護者が送迎する場合

の負担、毎日往復するというところの負担、経済

的な負担ではなくて毎日送迎するところの負担に

ついて、どのような議論をして、現状どのような

認識を持っているのかお伺いします。

それからもう一点、手続論についてですけれど

も、先ほど防災食育センターなどの設置条例の話

もありましたけれども、あれはもうその前から関

根のあそこに建てるという段階で、ある程度合意

形成ができた状態で進んだので、最終的に設置条

例を直前になってつくったというふうに認識して

いまして、今の場合だと、まずは場所がどこにな

るかというのを案以外聞かされていなかったとい

う状態だと思っています。その段階で、実施設計

が上がってきて予算の審議するということは、お

金が先行してしまうと。本来場所を先に議論しな

ければいけないのに、お金を議論することで、結

果として場所がもう固定化されてしまうというと

ころをすごく懸念しています。

学びの多様化学校は、すごくポジティブな案件

なので、問題がないように思いますが、これがも

しほかの案件だとしたら、本来審査すべきものを

審査しないで予算が先に走ってしまうということ

があって、議論が不十分なまま既成事実が積み上

げられていくみたいなことになりかねないのでは

ないかと思っています。

自分としては手続の流れというか、物事の順序

がおかしいと思うのですけれども、議会として本

来最終的にやるべき場所の承認、もし条例を上げ

るのが名前とかで難しいのであれば、せめて先に

事前の同意を何らかの形で得た状態で実施設計の

予算を上げるべきだったのではないかと思うので

すけれども、今の手続が正しいとお考えになる根

拠をどのようにお考えになっているのかと、また

今後に向けての進め方、再考の余地があるのでは

ないかと思うのですけれども、その点についてど

のようにお考えになりますでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） ２点目の手続論のところから

お話をさせていただきます。

基本的には、３月の段階で、むつ総合教育会議

で不登校支援の取組、また先ほど高橋議員からご

指摘いただいておりますけれども、様々な場面で

市としてもこういった考えで今やります、奥内小

学校を第一優先に考えています。

この間、一般質問をはじめ市の運営体制という

か、考え方を問う機会というのはあったと認識し

ています。そういった中で、特に出なかったこと

を市の責務のようにおっしゃっているような気が

するのですけれども、全ての公共施設の建物の場

所の議論、同意を議会で得ながらということは今

までもやっておりませんし、情報発信はさせてい

ただいております。その中で一般質問もあります

ので、ぜひお伺いいただければと思いますし、設

計を今上げるというのは、来年度の予算の獲得、

これは改修には文科省の補助、今お願いをこちら

の中でやっておりますので、設計金額が固まらな

ければ来年の予算は取れません。市の皆さんの税

金を全てそこに投入してやるのであれば、手続論

しっかりして、時間をかけてゆっくりやる可能性

もあるかもしれませんけれども、ここは市の負担

を低くするために教育委員会と協議して、財政負

担をいかに抑えられるか、また市内中心部でやれ

ればいいと思いますけれども、今そういった学校
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が空いておりません。

そういった中で一番、今日の新聞にもありまし

たけれども、不登校がこれだけ増えている中で、

議論している間に不登校がどんどん増えていて、

学校に行けないこどもたちのことをどうするのか

と考えたら早くやる。今空くであろう学校を改修

して、補助をいただいて、設計をしてやることが

最優先だと認識していますので、そこの手続にか

なりの時間を要して、場所をどこにするのですか

ということを議論している間に、不登校のこども

たちは増えていきます。

さらに、今むつ市で言えばメタバースの学びの

学校も用意させていただいていますので、地理的

な要因もなく、ほかの自治体ではできていないこ

ともしていますし、中心部には新たな教育支援セ

ンターも整備しますので、そういった意味からも

こどもたちに最良な学びを提供するために、今教

育委員会がやっておりますので、予算の面では市

のほうで考えて、国から予算を獲得していく、そ

ういったことをしていますので、手続論から言わ

れれば、今までもご説明申し上げてきましたし、

聞く場面もあった、そういうふうに認識しており

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 設置場所に関してお答えを

申し上げます。

ご指摘をいただきましたとおり、通学のみを考

えれば市内中心地にあるほうが利便性が高いこと

は、私どもも重々理解をしております。

しかしながら、設置場所を考える際には、環境

であるとか、あるいは地域の方々の協力を得られ

るか否か、そうしたこと等を多面的に考えて決定

をしております。

ご指摘いただきましたように３回の検討委員会

が想定されておりますが、全ての議題について議

論いただいているわけではありません。設置場所

等に関しましては、１回目、２回目に関して十二

分にご議論いただいて、提言をいただいている、

そのように理解をしておりますので、決して拙速

ではないと考えております。

そして、ご懸念の通学の手段等に関しましては、

私どももいろいろなことを考えています。他の地

区においては、私どものほうで視察に参りました

ときに、かなり遠いところもあります。公共交通

機関がない中でも、学校に通う喜びに目覚めて自

転車で来たり、あるいは保護者の方が送迎をいた

だいたり、そのようなことも承知をしております。

そうしたこと等もありますので、市内中心部にな

いことが著しいマイナスになるとは考えておりま

せん。

しかしながら、ご指摘を踏まえながら、またこ

どもたちの通学負担を、保護者の負担も含めて軽

減できるように、いろいろな方法をこれからも考

えてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） 手続の話ですけれども、いろ

いろ議論する時間はあったと、タイミングはあっ

たということですけれども、６月の時点でまだ案

だと、候補だということを示されているので、だ

ったら案だと思うのが普通であって、そこから先、

議論のタイミングというのは９月の議会１回しか

ありませんので、最終的に学校の設置というのは

学校設置条例で決まると、そこで位置が決まる。

その位置を話し合うタイミングがなく、本来は話

し合っていいか悪いかというところを決めなけれ

ばいけないのだけれども、そういう議論がなく、

先に予算が走るというところに違和感があったと

いうところなので、市長のおっしゃることも分か

りますけれども、自分としてはそういう順番が逆

だった、もし議論する場がなければ、せめてその

報告があってもよかったのではないかというふう
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に思っています。

最後に、通学の部分ですけれども、不登校はい

つ、どのタイミングでなるかというのは正直言っ

て分からないと思います。今悩んでいるご家庭以

外にも、いつか入学を検討するときが来るかもし

れないと思っていまして、行政が全ての課題に対

応できるわけではないのは理解していますけれど

も、立地の問題がネックとなって、希望する方が

通学できないと、やっぱり通学できないというこ

とが、そういうようなことがないように、せっか

く造ったのであれば利用したいときにきちんと利

用できるようにしていただきたいなと思います。

最終的に奥内小学校に決めたということは、通

学、立地に関するデメリットよりも、想定される

メリットが大きいという判断で決定に至ったと思

いますけれども、閉校後の奥内小学校の校舎を利

活用することで得られるメリット、通学の不便の

デメリットを打ち消すだけのメリットというとこ

ろはどういうところにあるのか、最後にお聞かせ

ください。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えをいたします。

メリットに関しては、校舎という限定でのご質

問ですけれども、環境、地域等を含めてお答えを

させていただきたいと思います。

一般論ですけれども、不登校のこどもたちが集

まる場所を定めるときに、人目につかないほうが

よいというようなこどもたちもたくさんいらっし

ゃいます。そうしたときに市街地がよいのか、あ

るいは離れた場所がよいのか、そうしたことも検

討として我々も十二分に考えました。

そして、人目に立つ立たないではなく、若干遠

いけれども、奥内という地区は自然環境に恵まれ

ています。そして、これまで奥内小学校さん、近

川中学校さん、そして保育園さん、むつ養護学校

さん、こうした４校の交流等も長い歴史を持って

きております。教育内容に関して、この場で断定

的に申し上げることはできませんが、そうした教

育活動を継続することも十分可能となる豊かな地

域と、そして教育資源に満ちた地区、そうした環

境にこどもたちとともに新しい学校を、新しい学

びの場をつくり上げていきたい、そのように考え

て決定したことをご理解いただきたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

次に、５番杉浦弘樹議員。

〇５番（杉浦弘樹） 議案第65号 令和７年度むつ

市一般会計補正予算の11ページ、第６款農林水産

業費の鳥獣害総合対策事業費についてお伺いいた

します。

こちらの事業の詳細について、まずはお伺いい

たします。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 鳥獣害総合対策事業

費の詳細についてお答えいたします。

今年度は、市街地などにおいて、過去に例を見

ないほど熊の出没が相次いだことから、その対応

に要する経費を計上しております。

まず、需用費ですが、捕獲に必要となります蜂

蜜、追い上げ用の動物用駆逐煙火、捕獲後に使用

するブルーシートやビニール手袋などの消耗品の

ほか、緊急銃猟に必要となる腕章、ゼッケン等の

購入経費となります。

次に、委託料ですが、今年度は有害捕獲の委託

件数が大幅に増加しておりますことから、捕獲に

従事する猟友会への委託経費の増額分となり、使

用料及び賃借料は、こちらも捕獲頭数の増加に伴

いまして、埋設に係る重機使用料が増加したこと

によるものであります。

最後に、備品購入費ですが、防護服や無線機な

ど緊急銃猟に必要な経費となっております。
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以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ５番。

〇５番（杉浦弘樹） 今回一般財源からの全額繰り

出しというふうなことで700万円ほどになってお

りますけれども、今回この捕獲件数が大幅に増加

というふうなことで、イレギュラーな繰り出しと

いうふうな形になっておりますけれども、やはり

これは国のほうとかでも、ある程度支援というふ

うな形が私はあってもいいのかなと思っておりま

す。

そこで、２日ほど前ですか、市長が東京のほう

に行きまして、熊対策についての補正予算の部分、

ぜひ何とかできないかというふうなことで多分陳

情のほう、市議会のほうでも一緒に行かれている

と思うのですけれども、そのときの内容の部分と、

あとは手応えのほう、どのようなことであったか

どうか、そういったことをお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 要望当日は堀上自然環境局長

にご対応いただきまして、局長からいただいた言

葉は、端的に申し上げますと、今必要なやらなけ

ればいけないこと、今年度やらなければいけない

こと、来年度やらなければいけないこと、３点、

このフェーズで環境省が検討いただいているとい

うことを認識しております。令和８年度の予算は

既に概算要求が終わっていまして、そこに盛り込

まれていると認識しておりますけれども、今年度、

やはりこれはむつ市だけではなく、青森県をはじ

め秋田、岩手、様々な全国各地で熊の出没が相次

いでおりまして、そういったことから、昨日発表

されておりますけれども、関係省庁の連絡会議か

ら閣僚会議に格段に上がりまして、今市町村でこ

ういった一般財源、市の持ち出しでやられている

経費についても対応していきたいというお言葉を

いただいています。現状では緊急に上げなければ

ならない予算でありましたので、一般財源で上げ

させていただいておりますけれども、今年度中の

中で必要な経費についてかかった分を国にお伝え

して、補正予算の中で国からの補助をいただける

ように、むつ市としても取り組んでまいりたいと

考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ５番。

〇５番（杉浦弘樹） 県からの補正予算の部分で、

携わる人材の部分に対しての負担軽減というふう

な形の予算の使い方というのは、今年度もう議会

のほうでも可決しましたけれども、安全面の部分

に関しては、私も前々から市側のほうにも話して

おりますが、やはり足りないのではないかという

ふうなことから、何とか安全面の部分を強化する

ため、一般財源からの繰り出しというふうな形は、

市の財政の部分においてもなかなか難しいところ

がありますので、ぜひとも市のほうでは、国のほ

う、また県のほうへ積極的に働きかけていただく

ようお願い申し上げまして、質疑を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、杉浦弘樹議員の質疑

を終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第65号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第65号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり
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ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第65号は原案のとおり可決されました。

◇報告第２８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、報告第28号 専決処分

した事項の報告についてに対し、質疑に入ります。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第28号の質疑を終わります。

報告第28号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、報告第29号 専決処分

した事項の報告についてに対し、質疑に入ります。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第29号の質疑を終わります。

報告第29号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◎閉会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） これで、本臨時会に付議され

た事件は全て議了いたしました。

以上で、むつ市議会第169回臨時会を閉会いた

します。

午前１１時５９分 閉会

議 席 表

１番 佐 藤 武 議員

２番 工 藤 祥 子 議員

３番 高 橋 征 志 議員

４番 濵 田 栄 子 議員

５番 杉 浦 弘 樹 議員
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